
小委員会の決議について 
 
 
○外来生物対策小委員会の設置について 

（平成十六年六月八日野生生物部会決定） 
 
中央環境審議会議事運営規則（平成１３年１月１５日中央環境審議会決定。以下「議事運

営規則」という。）第８条の規定に基づき、次のとおり決定する。 

 

１．野生生物部会に、議事運営規則第８条の小委員会として、外来生物対策小委員会を置く。 

 

２．外来生物対策小委員会は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基

本方針の案の作成についての検討を行う。 

 

３．外来生物対策小委員会の決議は、部会長の同意を得て、野生生物部会の決議とすること

ができる。 

 

 

 
○中央環境審議会議事運営規則（抄） 

（平成十三年一月十五日中央環境審議会） 
 
（部会の決議） 

第六条 部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とすることができる。 

２・３ （略） 



「特定外来生物被害防止基本方針の案の作成について」 
中央環境審議会における審議経緯 

 

 

平成16年 

６月３日 環境大臣より中央環境審議会会長へ「特定外来生物による生態系等

に係る被害を防止するための基本方針の案の作成について」を諮問 

 

６月８日 中央環境審議会野生生物部会に「外来生物対策小委員会」を設置 

 

６月23日 第１回小委員会  基本方針のポイントに係る検討 

 

７月５日 第２回小委員会  基本方針の案を検討 

 

７月８日～８月７日 パブリック・コメントの募集 

 

９月１日 第３回小委員会  パブリック・コメントの意見を踏まえ基本方針の案を検討 

 

９月14日 中央環境審議会野生生物部会で「特定外来生物による生態系等に係

る被害を防止するための基本方針の案の作成について」を報告 
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○ は 委 員 、 他 は 臨 時 委 員 。

阿 部 永 元 北 海 道 大 学 農 学 部 教 授

委員長○岩槻 邦男 放送大学教授

大 塚 直 早 稲 田 大 学 法 学 部 教 授
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糠谷 明 静岡大学農学部教授
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